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は
じ
め
に
 
 

平
成
2
5
年
2
月
1
2
日
の
衆
院
予
算
委
員
会
で
質
問
 
 

に
立
っ
た
石
原
慎
太
郎
日
本
維
新
の
会
代
表
は
、
安
 
 

倍
晋
三
首
相
に
対
し
靖
国
神
社
参
拝
に
つ
い
て
 
「
神
 
 

道
の
祭
司
で
あ
る
天
皇
陛
下
に
、
国
民
を
代
表
し
て
 
 

是
非
参
拝
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
お
願
い
し
て
ほ
し
 
 

い
」
 
と
提
案
、
安
倍
首
相
は
 
「
陛
下
の
御
親
拝
に
つ
 
 

昭
和
天
皇
御
製
 
（
昭
和
六
十
一
年
）
 
 

こ
の
年
の
 
こ
の
日
に
も
ま
た
 
靖
国
の
 
 
 

み
や
し
ろ
の
こ
と
に
 
う
れ
ひ
は
ふ
か
し
 
 

総
理
・
閣
僚
の
靖
国
神
社
参
拝
を
定
着
さ
せ
 
 

天
皇
陛
下
の
御
親
拝
を
！
 
 

英
霊
に
こ
た
え
る
会
中
央
本
部
運
営
委
員
長
冨
田
 
定
幸
 
 
 

い
て
私
が
云
々
す
る
立
場
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
 
と
 
 

応
答
し
た
。
 
 
 

天
皇
陛
下
の
靖
国
神
社
ご
親
拝
は
、
昭
和
天
皇
・
 
 

皇
后
両
陛
下
が
終
戦
3
0
周
年
に
当
る
昭
和
5
0
年
‖
月
 
 

2
1
日
に
行
幸
啓
さ
れ
て
以
来
途
絶
え
て
い
る
。
 
 
 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
 
 

疑
問
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

・
ど
う
し
て
天
皇
は
靖
国
参
拝
を
お
や
め
に
な
っ
 
 

た
の
か
。
 
 
 

・
昭
和
天
皇
は
A
級
戦
犯
合
祀
後
は
靖
国
参
拝
を
 
 

お
や
め
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
陛
下
ご
自
身
 
 

の
ご
意
思
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
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「
英
霊
に
こ
た
え
る
会
」
 
は
、
平
成
2
4
年
度
及
び
 
 

平
成
2
5
年
度
の
活
動
方
針
で
、
「
総
理
及
び
閣
僚
の
 
 

靖
国
神
社
参
拝
を
定
着
さ
せ
る
運
動
を
推
進
し
て
、
 
 

天
皇
陛
下
ご
親
拝
の
途
を
啓
く
」
 
を
最
重
点
項
目
と
 
 

し
て
採
り
上
げ
て
い
る
。
 
 
 

「
ど
う
し
て
天
皇
は
靖
国
参
拝
を
お
や
め
に
な
っ
 
 

た
の
か
」
 
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
 
「
A
級
 
 

戦
犯
」
 
合
祀
に
起
因
す
る
説
と
、
三
木
武
夫
首
相
の
 
 

靖
国
神
社
 
「
私
的
参
拝
」
 
発
言
に
端
を
発
し
て
、
天
 
 

皇
陛
下
の
靖
国
神
社
ご
親
拝
が
政
治
問
題
化
し
た
こ
 
 

と
に
よ
る
説
に
大
別
さ
れ
る
。
こ
の
際
、
紙
面
の
許
 
 

す
範
囲
で
私
な
り
に
整
理
し
 
「
靖
国
神
社
ご
親
拝
へ
 
 

の
途
」
 
を
模
索
し
て
み
た
い
。
 
 
 

ま
わ
り
か
ら
お
や
め
く
だ
さ
い
と
制
せ
ら
れ
た
 
 

結
果
な
の
で
し
ょ
う
か
。
 
 

・
私
は
、
日
本
国
に
忠
節
を
尽
く
し
て
刑
死
を
遂
 
 

げ
た
臣
下
に
対
し
て
、
あ
の
陛
下
が
不
義
理
や
 
 
 

日
和
見
を
な
さ
る
筈
は
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
 
 
 

そ
こ
が
疑
問
で
す
。
 
な
ど
な
ど
 
 

新
た
な
国
立
の
戦
殺
者
追
悼
施
設
は
、
 
 

心
あ
る
多
く
の
国
民
の
声
と
カ
を
 
 

結
集
し
て
、
断
固
阻
止
し
ま
し
ょ
う
。
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皇
室
と
靖
国
神
社
 
 
 

1
．
勅
使
参
向
の
社
 
（
勅
祭
社
）
 
 
 

明
治
天
皇
の
思
し
召
し
に
よ
っ
て
明
治
2
年
6
 
 

月
に
創
建
さ
れ
た
靖
国
神
社
 
（
当
時
、
東
京
招
魂
 
 

社
・
明
治
1
2
年
改
称
）
 
は
、
そ
の
の
ち
歴
代
の
皇
 
 

室
か
ら
厚
い
御
処
遇
を
う
け
て
今
日
に
至
っ
て
い
 
 

る
。
一
般
に
神
社
で
は
、
も
っ
と
も
大
切
な
祭
事
 
 

を
例
祭
と
い
い
、
靖
国
神
社
で
は
1
年
に
春
秋
2
 
 

季
の
2
度
、
例
祭
 
（
例
大
祭
）
 
が
行
わ
れ
る
。
こ
 
 

の
例
祭
に
は
勅
祭
社
で
あ
る
靖
国
神
社
に
は
、
宮
 
 

中
か
ら
勅
使
が
差
遣
さ
れ
る
。
天
皇
陛
下
の
思
し
 
 

召
し
の
ほ
ど
を
神
前
に
告
げ
る
 
「
祭
文
」
 
が
奏
上
 
 

さ
れ
、
神
霊
へ
の
さ
さ
げ
も
の
と
し
て
幣
畠
が
奉
 
 

ら
れ
る
。
ま
た
行
幸
や
特
別
の
機
会
に
奉
納
さ
れ
 
 

た
さ
ま
ざ
ま
な
御
幣
物
は
、
神
宝
、
社
宝
と
し
て
 
 

今
日
に
伝
え
ら
れ
御
歴
代
の
厚
い
御
崇
敬
の
様
子
 
 

が
し
の
ば
れ
る
。
 
 

・
勅
祭
社
 
 
 

勅
祭
社
 
（
ち
ょ
く
さ
い
し
や
）
 
と
は
、
祭
事
に
 
 

際
し
て
天
皇
に
よ
り
勅
使
が
遣
わ
さ
れ
る
神
社
の
 
 

こ
と
で
1
6
社
あ
る
。
伊
勢
神
宮
は
勅
使
が
差
遣
さ
 
 

れ
る
が
、
別
格
と
し
て
特
に
勅
祭
社
と
は
呼
ば
れ
 
 

て
い
な
い
。
 
 
 

勅
祭
社
は
、
賀
茂
別
雷
神
社
、
賀
茂
御
祖
神
社
、
 
 

石
清
水
八
幡
宮
、
春
日
大
社
、
氷
川
神
社
、
熱
田
 
 

神
宮
、
橿
原
神
宮
、
出
雲
大
社
、
明
治
神
宮
、
平
 
 

安
神
宮
、
宇
佐
神
宮
、
香
椎
宮
、
鹿
島
神
宮
、
香
 
 

取
神
宮
、
近
江
神
宮
、
靖
国
神
社
の
1
6
社
で
、
靖
 
 

国
神
社
以
外
の
勅
祭
社
は
一
般
的
に
皇
祖
・
皇
宗
 
 

を
主
神
と
し
た
由
緒
あ
る
神
社
で
あ
る
の
に
対
し
、
 
 

靖
国
神
社
は
、
明
治
天
皇
の
大
御
心
に
基
づ
く
国
 
 

に
殉
じ
た
一
般
国
民
を
祭
神
と
す
る
神
社
で
あ
り
 
 

な
が
ら
、
勅
祭
社
の
ほ
と
ん
ど
が
勅
使
参
向
が
年
 
 

1
回
あ
る
い
は
数
年
に
1
回
と
い
う
中
で
、
伊
勢
 
 

神
宮
の
年
3
回
に
つ
い
で
、
年
2
回
春
秋
の
例
大
 
 

祭
に
勅
使
を
御
差
遣
い
た
だ
い
て
お
り
、
こ
の
こ
 
 

と
か
ら
も
皇
室
の
靖
国
神
社
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
 
 

大
御
心
の
深
さ
が
格
別
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
伺
 
 

わ
せ
ら
れ
る
。
 
 

2
．
天
皇
陛
下
 
（
皇
太
子
時
代
を
含
む
）
 
の
 
 

靖
国
神
社
行
幸
啓
に
つ
い
て
 
 
 

‖
明
治
天
皇
 
7
回
 
 

・
明
治
7
年
1
月
2
7
日
 
例
大
祭
 
 

明
治
天
皇
行
幸
 
御
製
を
賜
わ
る
 
 

我
が
国
の
 
為
を
つ
く
せ
る
 
人
々
の
 
 

名
を
む
さ
し
野
に
 
と
む
る
玉
垣
 
 

・
明
治
8
年
2
月
2
2
日
 
臨
時
大
祭
 
 

明
治
天
皇
行
幸
 
 

・
明
治
1
0
年
‖
月
1
4
日
 
臨
時
大
祭
 
 
 

明
治
天
皇
行
幸
 
 

・
明
治
2
8
年
1
2
月
1
7
日
 
臨
時
大
祭
 
 
 

明
治
天
皇
行
幸
 
 

・
明
治
3
1
年
‖
月
5
日
 
臨
時
大
祭
 
 
 

明
治
天
皇
・
皇
后
行
幸
啓
 
 

・
明
治
3
9
年
5
月
3
日
 
臨
時
大
祭
 
 
 

明
治
天
皇
・
皇
后
行
幸
啓
 
 

・
明
治
4
0
年
5
月
3
日
 
臨
時
大
祭
 
 
 

明
治
天
皇
・
皇
后
行
幸
啓
 
 

幻
大
正
天
皇
 
5
回
 
 

・
明
治
2
0
年
6
月
1
8
日
 
 
 

明
宮
嘉
仁
親
王
御
参
拝
 
 

・
明
治
3
8
年
5
月
5
日
 
臨
時
大
祭
 
 
 

皇
太
子
嘉
仁
親
王
行
啓
 
 

・
明
治
4
0
年
5
月
4
日
 
臨
時
大
祭
 
 
 

皇
太
子
・
同
妃
行
啓
 
 

・
大
正
4
年
4
月
2
9
日
 
臨
時
大
祭
 
 
 

大
正
天
皇
行
幸
 
 

・
大
正
8
年
5
月
2
日
 
鎮
座
5
0
年
記
念
祭
 
 
 

大
正
天
皇
行
幸
 
 

封
昭
和
天
皇
 
3
3
回
 
 

・
明
治
3
9
年
5
月
1
6
日
 
 
 

退
官
裕
仁
親
王
御
参
拝
 
 

・
大
正
8
年
5
月
2
日
 
 

皇
太
子
迫
宮
裕
仁
親
王
行
啓
 
 
 

鎮
座
5
0
年
記
念
祭
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・
大
正
8
年
1
0
月
2
3
日
 
例
大
祭
 
 

皇
太
子
行
啓
 
 

・
大
正
9
年
4
月
2
9
日
 
臨
時
大
祭
 
 
 

皇
太
子
行
啓
 
 

・
大
正
1
4
年
4
月
2
9
日
 
臨
時
大
祭
 
 

摂
政
宮
裕
仁
親
王
行
啓
 
 

・
昭
和
4
年
4
月
2
6
日
 
臨
時
大
祭
 
 
 

昭
和
天
皇
行
幸
 
 

・
昭
和
7
年
4
月
2
7
日
 
臨
時
大
祭
 
 
 

昭
和
天
皇
・
皇
后
行
幸
啓
 
 

・
昭
和
8
年
4
月
2
7
日
 
臨
時
大
祭
 
 
 

昭
和
天
皇
・
皇
后
行
幸
啓
 
 

・
昭
和
9
年
4
月
2
7
日
 
臨
時
大
祭
 
 
 

昭
和
天
皇
行
幸
 
 

・
昭
和
1
2
年
4
月
2
7
日
 
臨
時
大
祭
 
 
 

昭
和
天
皇
・
皇
后
行
幸
啓
 
 

・
昭
和
1
3
年
4
月
2
6
日
 
臨
時
大
祭
 
 
 

昭
和
天
皇
行
幸
 
（
5
月
2
日
皇
后
行
啓
）
 
 

・
昭
和
1
3
年
1
0
月
1
9
日
 
臨
時
大
祭
 
 
 

昭
和
天
皇
行
幸
 
 

・
昭
和
1
4
年
4
月
2
5
日
 
臨
時
大
祭
 
 
 

昭
和
天
皇
行
幸
 
（
6
月
2
6
日
皇
后
行
啓
）
 
 

・
昭
和
1
4
年
1
0
月
2
0
日
 
臨
時
大
祭
 
 
 

昭
和
天
皇
行
幸
 
（
‖
月
8
日
皇
后
行
啓
）
 
 

・
昭
和
1
5
年
4
月
2
5
日
 
臨
時
大
祭
 
 
 

昭
和
天
皇
行
幸
 
（
6
月
2
2
日
皇
后
行
啓
）
 
 

・
昭
和
1
5
年
1
0
月
1
8
日
 
臨
時
大
祭
 
 
 

昭
和
天
皇
・
皇
后
行
幸
啓
 
 

・
昭
和
1
6
年
4
月
2
5
日
 
臨
時
大
祭
 
 
 

昭
和
天
皇
行
幸
 
（
4
月
3
0
日
皇
后
行
啓
）
 
 

・
昭
和
1
6
年
1
0
月
1
8
日
 
臨
時
大
祭
 
 
 

昭
和
天
皇
行
幸
 
（
1
0
月
2
3
日
皇
后
行
啓
）
 
 

・
昭
和
1
7
年
4
月
2
5
日
 
臨
時
大
祭
 
 
 

昭
和
天
皇
・
皇
后
行
幸
啓
 
 

・
昭
和
1
7
年
1
0
月
1
6
日
 
臨
時
大
祭
 
 
 

昭
和
天
皇
・
皇
后
行
幸
啓
 
 

・
昭
和
1
8
年
4
月
2
4
日
 
臨
時
大
祭
 
 
 

昭
和
天
皇
・
皇
后
行
幸
啓
 
 

・
昭
和
1
8
年
1
0
月
1
6
日
 
臨
時
大
祭
 
 
 

昭
和
天
皇
・
皇
后
行
幸
啓
 
 

・
昭
和
1
9
年
4
月
2
5
日
 
臨
時
大
祭
 
 
 

昭
和
天
皇
行
幸
 
（
4
月
2
8
日
皇
后
行
啓
）
 
 

・
昭
和
1
9
年
1
0
月
2
6
日
 
 
 

昭
和
天
皇
・
皇
后
行
幸
啓
 
 

・
昭
和
2
0
年
4
月
2
8
日
 
 
 

昭
和
天
皇
行
幸
 
（
5
月
5
日
皇
后
行
啓
）
 
 

・
昭
和
2
0
年
‖
月
2
0
日
 
臨
時
大
招
魂
祭
 
 
 

昭
和
天
皇
行
幸
 
 

・
昭
和
2
7
年
1
0
月
1
6
日
 
 
 

昭
和
天
皇
・
皇
后
行
幸
啓
 
 

・
昭
和
2
9
年
1
0
月
1
9
日
 
例
大
祭
 
 

昭
和
天
皇
・
皇
后
行
幸
啓
 
 

・
昭
和
3
2
年
4
月
2
3
日
 
例
大
祭
 
 

昭
和
天
皇
・
皇
后
行
幸
啓
 
 

・
昭
和
3
4
年
4
月
8
日
 
臨
時
大
祭
 
 

昭
和
天
皇
・
皇
后
行
幸
啓
 
 

・
昭
和
4
0
年
1
0
月
1
9
日
 
臨
時
大
祭
 
 

昭
和
天
皇
・
皇
后
行
幸
啓
 
 

・
昭
和
4
4
年
1
0
月
2
0
日
御
創
立
百
年
記
念
大
祭
 
 

昭
和
天
皇
・
皇
后
行
幸
啓
 
 
 

・
昭
和
5
0
年
1
1
月
2
1
日
 
 

昭
和
天
皇
・
皇
后
行
幸
啓
 
 
 

明
治
天
皇
は
靖
国
神
社
創
建
の
明
治
7
年
か
ら
 
 

明
治
4
5
年
ま
で
の
約
3
8
年
間
で
靖
国
神
社
行
幸
は
 
 

7
回
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
天
皇
は
御
即
位
か
ら
最
 
 

後
の
行
幸
と
な
っ
た
昭
和
5
0
年
ま
で
の
約
4
9
年
間
 
 

に
2
8
回
も
行
幸
さ
れ
て
い
る
。
世
界
動
乱
の
時
代
 
 

で
あ
っ
た
昭
和
天
皇
御
即
位
か
ら
終
戦
の
年
に
至
 
 

る
2
0
年
間
に
は
行
幸
2
0
回
に
及
び
、
年
に
2
度
も
 
 

行
幸
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
先
の
大
戦
終
了
後
 
 

も
3
0
年
間
に
8
回
行
幸
さ
れ
て
明
治
天
皇
の
行
幸
 
 

数
を
上
回
っ
て
い
る
。
 
 

州
今
上
天
皇
（
皇
太
子
時
代
）
5
回
 
 

・
昭
和
1
7
年
1
月
3
1
日
 
 

皇
太
子
継
宮
明
仁
親
王
行
啓
 
 
 



平成26年1月15日  英霊にこたえる会たより  （4）  第53号  

・
昭
和
2
8
年
3
月
1
6
日
 
 

皇
太
子
行
啓
 
 

・
昭
和
3
4
年
6
月
2
4
日
 
 

皇
太
子
・
同
妃
行
啓
 
 

・
昭
和
4
1
年
4
月
2
3
日
 
例
大
祭
 
 

皇
太
子
・
同
妃
行
啓
 
 

・
昭
和
4
4
年
1
2
月
9
日
 
 

皇
太
子
・
同
妃
行
啓
 
 

※
昭
和
4
4
年
1
2
月
‖
日
、
浩
宮
徳
仁
親
王
御
参
拝
 
 
 

御
親
拝
、
中
断
の
理
由
は
何
か
 
 
 

1
．
い
わ
ゆ
る
「
A
級
戦
犯
」
合
祀
理
由
説
 
 
 

平
成
1
8
年
7
月
2
0
日
、
日
本
経
済
新
聞
は
、
昭
 
 

和
天
皇
の
お
言
葉
と
し
て
、
靖
国
神
社
へ
の
い
わ
 
 

ゆ
る
 
「
A
級
戦
犯
」
 
の
合
祀
に
つ
い
て
、
松
岡
洋
 
 

右
外
相
、
白
鳥
敏
夫
元
駐
伊
大
使
を
名
指
し
で
不
 
 

快
感
を
示
さ
れ
、
「
だ
か
ら
私
は
あ
れ
以
来
参
拝
 
 

し
て
い
な
い
。
そ
れ
が
私
の
心
だ
」
 
と
お
お
せ
ら
 
 

れ
た
と
い
う
、
故
富
田
朝
彦
宮
内
庁
長
官
の
メ
モ
 
 

を
掲
載
し
、
内
容
を
報
じ
た
。
 
 
 

ま
た
平
成
1
9
年
4
月
2
6
日
、
朝
日
新
聞
 
（
朝
 
 

刊
）
 
は
、
「
卜
部
侍
従
三
十
二
年
間
の
日
記
」
 
を
 
 

取
り
上
げ
、
昭
和
天
皇
の
靖
国
神
社
参
拝
取
り
や
 
 

め
に
つ
い
て
は
 
「
A
級
戦
犯
合
祀
が
御
意
に
召
さ
 
 

ず
」
 
と
記
述
が
あ
る
こ
と
を
報
じ
た
。
 
 
 

こ
の
日
経
及
び
朝
日
両
紙
の
記
事
を
読
む
と
、
 
 

あ
た
か
も
昭
和
天
皇
の
昭
和
5
0
年
以
降
の
靖
国
神
 
 

社
参
拝
中
断
は
、
い
わ
ゆ
る
 
「
A
級
戦
犯
」
 
の
合
 
 

祀
が
そ
の
理
由
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
が
果
 
 

し
て
、
そ
れ
は
真
実
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

い
わ
ゆ
る
 
「
A
級
戦
犯
」
 
の
合
祀
は
昭
和
5
3
年
 
 

1
0
月
1
7
日
に
行
わ
れ
た
が
、
当
時
こ
の
こ
と
は
殆
 
 

ん
ど
問
題
と
さ
れ
ず
、
報
道
さ
れ
た
の
は
翌
昭
和
 
 

5
4
年
4
月
1
9
日
で
あ
っ
た
。
報
道
さ
れ
た
翌
々
日
 
 

の
4
月
2
1
日
の
靖
国
神
社
春
季
例
大
祭
に
靖
国
神
 
 

社
を
参
拝
し
た
大
平
正
芳
総
理
は
、
「
A
級
戦
犯
 
 

の
合
祀
さ
れ
て
い
る
靖
国
神
社
に
参
拝
す
る
の
 
 

か
」
 
と
の
記
者
団
の
質
問
に
対
し
 
「
A
級
戦
犯
あ
 
 

る
い
は
大
東
亜
戦
争
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
審
 
 

判
は
、
歴
史
が
致
す
で
あ
ろ
う
。
靖
国
神
社
へ
の
 
 

参
拝
は
自
分
の
気
持
で
行
く
」
 
と
明
快
な
姿
勢
を
 
 

示
し
た
。
 
 
 

そ
の
後
総
理
参
拝
は
鈴
木
善
幸
総
理
、
中
曽
根
 
 

康
弘
総
理
と
続
い
た
が
、
記
者
団
の
質
問
は
 
「
公
 
 

的
参
拝
か
」
 
「
私
的
参
拝
か
」
 
の
一
点
で
、
国
内
 
 

で
も
外
国
か
ら
も
 
「
A
級
戦
犯
」
 
合
祀
を
理
由
と
 
 

す
る
反
対
は
全
く
な
か
っ
た
。
 
 
 

昭
和
天
皇
は
 
「
い
わ
ゆ
る
A
級
戦
犯
」
 
の
方
々
、
 
 

特
に
東
候
英
機
首
相
に
対
し
て
は
信
頼
篤
く
、
A
 
 

級
戦
犯
の
方
々
を
戦
犯
と
は
思
っ
て
い
ら
れ
な
か
 
 

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
推
察
さ
れ
る
も
の
が
あ
 
 

る
。
 
 
 

川
木
戸
幸
一
日
記
・
昭
和
2
0
年
8
月
2
9
日
 
 
 

戦
争
責
任
者
を
連
合
国
に
引
渡
す
に
は
真
に
苦
 
 

痛
に
し
て
忍
び
難
き
と
こ
ろ
な
る
が
、
自
分
が
一
 
 

人
引
受
け
て
退
位
で
も
し
て
納
め
る
訳
に
は
行
か
 
 

な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

㈱
木
戸
幸
一
日
記
・
昭
和
2
。
年
9
月
1
2
日
 
 
 

首
相
宮
 
（
※
東
久
遷
宮
稔
彦
王
）
 
御
参
内
、
 
 

「
戦
争
犯
罪
人
の
処
罰
を
我
国
に
於
て
実
行
す
る
 
 

こ
と
を
聯
合
国
に
申
入
る
」
 
こ
と
に
閣
議
に
於
て
 
 

決
定
し
た
る
由
に
て
、
其
旨
奏
上
せ
ら
れ
た
る
に
、
 
 

御
上
は
敵
側
の
所
謂
責
任
者
は
何
れ
嘗
て
は
只
管
 
 

忠
誠
を
尽
し
た
る
人
々
な
る
に
、
之
を
天
皇
の
名
 
 

に
於
て
処
断
す
る
は
不
忍
と
こ
ろ
な
る
故
、
再
考
 
 

の
余
地
は
な
き
や
と
の
御
尋
ね
あ
り
。
 
 
 

㈱
木
戸
幸
一
日
記
・
昭
和
2
。
年
1
2
月
1
0
日
 
 
 

（
木
戸
の
こ
と
を
陛
下
が
）
 
米
国
よ
り
見
れ
ば
 
 

犯
罪
人
な
ら
ん
も
我
国
に
と
り
て
は
功
労
者
な
り
。
 
 
 

㈱
 
「
昭
和
天
皇
独
白
録
」
 
 
 

元
来
東
傾
と
云
う
人
物
は
、
話
せ
ば
よ
く
判
る
、
 
 

そ
れ
が
圧
制
家
の
様
に
評
判
が
立
っ
た
の
は
、
本
 
 

人
が
余
り
に
多
く
の
職
を
か
け
持
ち
、
忙
し
す
ぎ
 
 

る
為
に
、
本
人
の
気
持
が
下
に
伝
ら
な
か
っ
た
こ
 
 

と
と
又
憲
兵
を
余
り
に
使
い
す
ぎ
た
。
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㈱
ま
た
、
木
戸
道
雄
氏
の
 
「
側
近
日
誌
」
 
に
は
、
 
 
 

「
東
候
は
民
論
を
重
ん
ず
べ
き
こ
と
を
屡
々
口
に
 
 

せ
り
」
、
 
「
彼
ほ
ど
朕
の
意
見
を
直
ち
に
実
行
に
 
 

移
し
た
も
の
は
な
い
」
 
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
 
 
 

こ
の
様
な
お
気
持
の
昭
和
天
皇
が
、
た
と
え
一
 
 

部
の
方
の
合
祀
が
意
に
沿
わ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
 
 

も
、
い
わ
ゆ
る
 
「
A
級
戦
犯
」
 
の
方
々
の
合
祀
が
 
 

御
意
に
召
さ
な
か
っ
た
と
断
ず
る
こ
と
は
出
来
な
 
 

い
で
あ
ろ
う
。
 
 

2
．
靖
国
神
社
参
拝
の
政
治
問
題
化
理
由
説
 
 
 

講
和
条
約
締
結
後
、
前
記
し
た
よ
う
に
昭
和
天
 
 

皇
は
昭
和
2
7
年
1
0
月
2
6
日
か
ら
昭
和
4
4
年
1
0
月
2
0
 
 

日
ま
で
6
回
御
親
拝
さ
れ
、
歴
代
総
理
も
ま
た
こ
 
 

の
期
間
、
僅
か
な
例
外
を
除
き
、
ほ
ぼ
毎
年
、
何
 
 

ら
問
題
な
く
靖
国
神
社
へ
の
公
式
参
拝
が
行
わ
れ
 
 

て
い
た
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
昭
和
5
0
年
8
月
1
5
日
、
三
木
武
夫
 
 

総
理
が
 
「
終
戦
の
日
」
 
に
参
拝
し
た
が
、
こ
の
参
 
 

拝
を
 
「
私
的
参
拝
」
 
と
し
、
私
的
参
拝
の
条
件
を
、
 
 

①
公
用
車
を
使
用
し
な
い
、
②
肩
書
き
を
記
帳
し
 
 

な
い
、
③
玉
串
料
を
公
費
か
ら
支
出
し
な
い
、
④
 
 

閣
僚
を
同
行
し
な
い
、
こ
と
と
述
べ
た
。
こ
れ
を
 
 

契
機
と
し
て
、
靖
国
神
社
問
題
が
国
会
で
取
り
上
 
 

げ
ら
れ
て
政
治
問
題
と
な
っ
た
。
 
 
 

こ
の
 
「
私
的
参
拝
」
 
表
明
は
、
い
わ
ゆ
る
 
「
A
 
 

級
戦
犯
」
 
が
合
祀
さ
れ
る
3
年
前
で
あ
っ
た
。
 
 
 

昭
和
天
皇
・
皇
后
両
陛
下
は
、
終
戦
3
0
周
年
を
 
 

迎
え
た
昭
和
5
0
年
‖
月
2
1
日
に
靖
国
神
社
と
千
鳥
 
 

ケ
淵
戦
没
者
墓
苑
に
行
幸
啓
さ
れ
た
が
、
そ
の
前
 
 

日
の
‖
月
2
0
日
、
参
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
 
 

社
会
党
議
員
が
こ
の
行
幸
に
つ
い
て
厳
し
く
追
求
 
 

し
た
。
 
「
行
幸
啓
の
計
画
を
作
っ
た
の
は
ど
こ
 
 

か
」
 
「
警
護
等
を
含
め
た
費
用
は
ど
こ
か
ら
出
る
 
 

の
か
」
 
「
御
親
拝
は
私
的
行
為
と
の
こ
と
で
あ
る
 
 

が
、
公
的
行
為
か
、
私
的
行
為
か
の
区
別
は
つ
か
 
 

な
い
の
で
は
な
い
か
」
 
「
憲
法
2
0
条
に
違
反
す
る
 
 

疑
い
が
あ
る
」
 
等
々
追
及
し
、
ま
た
昭
和
天
皇
を
 
 

「
自
然
人
裕
仁
氏
」
 
と
呼
び
 
「
あ
な
た
方
に
よ
れ
 
 

ば
、
私
的
行
為
の
名
の
も
と
に
天
皇
が
靖
国
に
参
 
 

拝
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
は
、
ど
ん
な
答
弁
、
ど
 
 

ん
な
強
弁
に
接
し
よ
う
と
も
わ
れ
わ
れ
は
断
じ
て
 
 

認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
 
と
批
判
し
た
。
 
 
 

追
及
を
受
け
た
吉
圃
一
郎
内
閣
法
制
局
長
官
は
 
 

遂
に
、
天
皇
の
参
拝
は
 
「
憲
法
2
0
条
第
3
項
の
重
 
 

大
な
問
題
に
な
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
」
 
と
答
 
 

え
て
し
ま
っ
た
。
 
 

※
昭
和
5
0
年
‖
月
2
0
日
、
参
院
内
閣
委
員
会
で
の
 
 
 

社
会
党
議
員
の
発
言
内
容
の
一
例
 
 
 

「
天
皇
が
公
式
行
事
と
し
て
靖
国
神
社
を
参
拝
 
 
 

す
れ
ば
憲
法
2
0
条
の
第
3
項
に
抵
触
す
る
こ
と
 
 

戦
後
の
混
乱
期
と
復
興
期
に
当
る
昭
和
2
1
年
か
 
 

ら
昭
和
2
9
年
ま
で
8
年
半
か
け
て
、
戦
禍
で
悲
惨
 
 

な
目
に
あ
っ
た
国
民
を
慰
め
、
励
ま
す
た
め
三
万
 
 

三
千
キ
ロ
に
及
ぶ
全
国
巡
幸
を
実
施
さ
れ
て
、
国
 
 

家
再
建
に
尽
く
す
こ
と
を
念
願
さ
れ
た
昭
和
天
皇
 
 

に
と
っ
て
、
国
民
の
代
表
者
に
よ
る
国
会
の
場
で
、
 
 

陛
下
の
御
親
拝
の
こ
と
が
批
判
さ
れ
、
し
か
も
憲
 
 

法
違
反
の
疑
い
が
あ
る
と
さ
れ
た
時
、
大
御
心
が
 
 

い
か
ば
か
り
で
あ
ら
せ
ら
れ
た
か
、
今
更
な
が
ら
、
 
 

国
民
の
一
人
と
し
て
漸
悦
に
堪
え
な
い
も
の
が
あ
 
 

る
。
 
 
 

い
わ
ゆ
る
 
「
A
級
戦
犯
」
 
を
戦
犯
と
は
思
っ
て
 
 

い
ら
れ
な
か
っ
た
と
拝
察
さ
れ
る
昭
和
天
皇
に
と
 
 
 

に
な
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。
イ
エ
ス
か
ノ
ー
 
 

か
だ
け
答
え
て
く
だ
さ
い
」
 
 

「
わ
れ
わ
れ
が
午
前
中
か
ら
繰
り
返
し
巻
き
返
 
 

し
、
あ
す
に
迫
っ
た
天
皇
の
靖
国
神
社
参
拝
は
、
 
 

自
主
憲
法
制
定
は
お
ろ
か
表
敬
法
案
な
ど
に
つ
 
 

い
て
並
み
並
み
な
ら
ぬ
シ
リ
ア
ス
な
動
き
が
あ
 
 

る
と
き
に
、
そ
の
反
対
の
世
論
を
逆
な
で
す
る
 
 

よ
う
な
無
神
経
な
や
り
方
に
つ
い
て
は
ぜ
ひ
と
 
 

も
取
り
や
め
て
も
ら
い
た
い
、
再
考
慮
を
し
て
 
 

も
ら
い
た
い
と
い
う
見
地
か
ら
ぼ
く
ら
は
述
べ
 
 

て
い
る
わ
け
で
す
」
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っ
て
い
わ
ゆ
る
 
「
A
級
戦
犯
」
 
を
含
め
て
全
て
の
 
 

日
本
国
民
は
大
東
亜
戦
争
中
、
共
に
国
の
た
め
に
 
 

尽
し
た
人
々
で
あ
り
、
そ
の
御
霊
を
祀
る
靖
国
神
 
 

社
の
御
親
拝
を
 
「
A
級
戦
犯
」
 
合
祀
を
理
由
に
中
 
 

断
さ
れ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
 
 
 

理
由
は
三
木
総
理
の
 
「
私
的
参
拝
」
 
表
明
に
端
 
 

を
発
し
た
靖
国
神
社
参
拝
の
政
治
問
題
化
と
思
料
 
 

す
る
。
 
 

（昭26・9・8）彼の  

A表芸蒜㌫宗謂諜諾  
歴代  総理名  斯l吊  日数  参拝日  歴代  総部名  期間  日数  参拝日   

AX4 CXl  78  宮澤＃一  1ド3．11．5  

49 ～51  吉田茂  昭26月．8 一昭29．12．10  1113  一平5．8．9   644  ナシ   

52 一別  鳩山一郎  昭29．12．10 一昭31．12．23  745  ナシ  79  細川護照  平5．＆9 一平6．4．28  263  ナシ   

55  石橋湛山  昭31．12．公 ～昭32．225  65  ナシ  80  羽田孜  平6．4，公 ～平6．6．30  64  ナシ   

56 57  岸信介  昭3乞a25、 ～昭35．7．19  1241  AX2  81  村山清市  平6Å30 ～平乳1．11  561  ナシ   

平8．1．11   58  池田勇人  昭35．7．19   1575  AXl  82  橋本龍太郎    932  CXl   

田 ノ｝63  佐藤栄作  昭39．11．9 ～昭47エ7  2798  AXll  田  小渕恵三  平10．7．30 ～平12．4．5  616  ナシ   

65  ～昭49．12．9  CXl  64  田中角栄  昭47．7．7  886  AX5  田  森轟朗  平12．4．5  387  ナシ          田   ～平13．4．茄   
AX2  AX2  

66  三木武夫  昭49．12．9 ～昭51．12．24  747   BXl  87 ～89  ／ト泉純一郎  平1a．4．26 ～平18．9．が  1980   BXl CX3   
67  福田剋夫  昭51．12．別 ～昭53．12．7  714  AX3 BXl  

90  安僧晋三  平18．9．26 ～平19．9．部  366  ナシ   

91  福田康夫  平19且26 ”平20．9．剖  365  ナシ   
70  鈴木普幸  昭55．7．17 一昭57．11．27  864  AX5 BX3  

AX5  92  麻生太郎  平20且24 ～平21且16  358  ナシ   

71 ′・・・73  中曽根康  昭57．11．27 一昭62．11．6  1800   BX3 CX2       四  鳩山由紀夫  平21．9．16 ～平霊．6．8  266  ナシ   

74  竹下豊  昭62．11．6 ～平1．6．3  576  ナシ  94  菅直人  平22．6β 一平23．9．2  452  ナシ   

75  宇野宗佑  平1．6．3 ～平1．8．10  69  ナシ  95  野田佳彦  平23．9．2 ～平24．12．26  482  ナシ   
平24．12．26  76 77  海部俊樹  平1．8．10 ～平3．11．5  818  ナシ  96  安倍普三  

・総理参拝回数別回  

A：春季秋季例大祭期間中の参拝 43回  
備考  

B：8月15日の参拝  9回  

C：その他の日の参拝  12回   

総
理
及
び
閣
僚
の
公
式
参
拝
定
着
化
 
 
 

－
親
日
派
国
会
議
員
を
増
や
せ
－
 
 
 

1
．
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
後
の
 
 

内
閣
総
理
大
臣
の
靖
国
神
社
参
拝
状
況
 
 
 

昭
和
2
6
年
9
月
8
日
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
 
 

和
条
約
調
印
後
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
期
間
を
 
 

総
理
の
靖
圃
神
社
参
拝
と
い
う
視
点
で
捉
え
る
と
 
 

次
の
よ
う
に
区
分
さ
れ
る
。
 
 

・
第
一
期
 
独
立
を
回
復
し
た
昭
和
2
7
年
か
ら
昭
 
 

和
5
0
年
の
三
木
武
夫
総
理
の
 
「
私
的
参
拝
」
 
表
明
 
 

前
ま
で
 
 
 

こ
の
期
間
は
僅
か
な
例
外
を
除
き
、
歴
代
の
総
 
 

理
が
ほ
ぼ
毎
年
、
何
ら
問
題
な
く
靖
国
神
社
へ
公
 
 

式
参
拝
し
た
。
 
 

・
第
二
期
 
三
木
総
理
の
 
「
私
的
参
拝
」
表
明
か
 
 

ら
中
曽
根
康
弘
総
理
の
一
礼
方
式
に
よ
る
公
式
参
 
 

拝
ま
で
 
 
 

こ
の
期
間
は
総
理
の
靖
国
神
社
参
拝
に
は
問
題
 
 

は
な
か
っ
た
が
、
 
「
私
的
参
拝
」
 
に
な
り
、
 
「
公
 
 

式
参
拝
か
、
私
的
参
拝
か
」
 
と
い
う
不
毛
な
混
乱
 
 

が
生
じ
た
。
 
 

・
第
三
期
 
中
曽
根
総
理
の
一
礼
方
式
に
よ
る
公
 
 

式
参
拝
後
か
ら
安
倍
総
理
の
再
登
場
ま
で
 
 
 

第
三
期
は
昭
和
6
0
年
8
月
1
5
日
の
中
曽
根
総
理
 
 

の
公
式
参
拝
を
め
ぐ
つ
て
朝
日
新
聞
が
繰
り
返
し
 
 

中
国
を
焚
き
つ
け
、
社
会
党
も
ま
た
田
辺
訪
中
団
 
 

を
組
織
し
て
外
圧
を
呼
び
込
む
 
「
売
国
的
」
 
行
動
 
 

を
と
り
、
中
・
韓
両
国
が
い
わ
ゆ
る
 
「
A
級
戦
 
 

犯
」
 
合
祀
を
主
な
理
由
と
し
て
非
難
の
声
を
挙
げ
、
 
 

靖
国
参
拝
が
 
「
外
交
問
題
」
 
化
し
、
総
理
の
靖
国
 
 

神
社
参
拝
が
中
・
韓
の
内
政
干
渉
に
よ
り
中
断
に
 
 

至
っ
た
時
代
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
に
あ
つ
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て
小
泉
純
一
郎
総
理
は
在
任
中
毎
年
欠
か
さ
ず
参
 
 

拝
を
続
け
ら
れ
、
退
任
前
に
は
8
月
1
5
日
に
参
拝
 
 

し
て
公
約
を
果
た
さ
れ
た
。
 
 

－
第
四
期
 
安
倍
総
理
の
再
登
場
以
降
 
 
 

第
一
次
安
倍
内
閣
の
時
に
 
「
総
理
と
し
て
の
靖
 
 

国
神
社
参
拝
」
 
を
行
な
え
な
か
っ
た
こ
と
を
 
「
痛
 
 

恨
の
極
み
」
 
と
表
明
し
た
安
倍
総
理
で
あ
っ
た
が
 
 

総
理
就
任
後
の
平
成
2
5
年
の
春
季
・
秋
季
例
大
祭
 
 

に
は
 
「
眞
榊
料
」
 
を
、
8
月
1
5
日
は
 
「
玉
串
料
」
 
 

を
上
納
さ
れ
た
が
、
参
拝
は
行
な
わ
な
か
っ
た
。
 
 
 

秋
季
例
大
祭
後
、
萩
生
田
光
一
自
民
党
副
幹
事
 
 

長
 
（
総
裁
特
別
補
佐
）
 
は
 
「
安
倍
総
理
は
総
理
再
 
 

任
後
一
年
に
な
る
平
成
2
6
年
1
2
月
2
6
日
ま
で
に
は
 
 

『
総
理
と
し
て
の
靖
国
参
拝
』
を
行
う
で
あ
ろ
 
 

う
」
 
と
の
見
通
し
を
語
っ
た
が
、
参
拝
の
見
通
し
 
 

は
立
っ
て
い
な
い
。
 
（
こ
の
5
3
号
が
発
刊
さ
れ
る
 
 

ま
で
に
参
拝
が
実
施
さ
れ
て
い
れ
ば
、
書
こ
ば
し
 
 

い
限
り
で
あ
る
）
 
 
 

平
成
2
5
年
‖
月
1
9
日
付
の
産
経
新
聞
 
「
正
論
」
 
 

で
櫻
田
淳
氏
 
（
東
洋
学
園
大
学
教
授
）
 
が
、
首
相
 
 

靖
国
参
拝
へ
の
 
「
3
つ
の
条
件
」
と
題
し
て
論
述
 
 

さ
れ
て
い
る
。
 
 

①
第
1
に
、
靖
国
神
社
参
拝
は
本
来
、
純
然
た
る
 
 

「
鎮
魂
の
行
為
」
 
で
し
か
な
い
と
い
う
説
明
を
徹
 
 

底
さ
せ
る
。
 
 

②
第
2
に
、
中
韓
両
国
の
反
発
が
意
固
地
に
し
て
 
 

非
合
理
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
対
外
 
「
宣
伝
」
 
を
 
 

行
う
。
 
 

③
第
3
に
、
米
国
を
含
む
他
の
同
盟
国
か
ら
は
誤
 
 

解
や
疑
念
を
招
か
ぬ
よ
う
に
配
慮
を
徹
底
さ
せ
る
。
 
 
 

櫻
田
氏
は
、
 
「
安
倍
首
相
は
早
期
の
参
拝
を
望
 
 

ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
物
事
に
は
『
順
序
』
 
 

が
あ
り
、
そ
れ
を
間
違
え
な
い
こ
と
が
大
事
で
あ
 
 

り
、
総
理
の
参
拝
は
、
早
け
れ
ば
再
来
年
春
に
で
 
 

も
参
拝
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
構
わ
な
い
」
 
と
述
べ
 
 

て
い
る
。
 
 
 

竹
島
・
尖
閣
諸
島
を
め
ぐ
る
中
韓
両
国
の
動
勢
 
 

を
見
れ
ば
、
日
米
防
衛
協
力
体
制
を
強
固
す
る
こ
 
 

と
は
必
須
条
件
で
あ
り
、
靖
国
参
拝
に
関
し
て
も
 
 

米
国
の
理
解
を
得
る
た
め
の
手
順
が
必
要
で
あ
る
。
 
 

そ
の
為
に
は
我
が
国
の
マ
ス
コ
ミ
・
主
要
報
道
機
 
 

関
の
役
割
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
が
、
我
が
国
で
 
 

は
そ
れ
が
期
待
で
き
な
い
こ
と
が
な
ん
と
も
嘆
か
 
 

わ
し
い
限
り
で
あ
る
。
 
 
 

安
倍
総
理
が
、
「
参
拝
出
来
な
か
っ
た
こ
と
は
 
 

痛
恨
の
極
み
」
 
と
表
明
さ
れ
た
 
「
総
理
と
し
て
靖
 
 

国
神
社
参
拝
」
 
は
近
き
将
来
、
実
行
さ
れ
る
こ
と
 
 

は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
安
倍
総
理
が
靖
国
神
社
参
 
 

拝
を
実
行
さ
れ
た
時
、
総
理
及
び
閣
僚
の
靖
国
神
 
 

社
参
拝
定
着
化
の
幕
が
切
っ
て
落
さ
れ
る
こ
と
と
 
 

な
ろ
う
。
 
 
 

A
表
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
締
結
後
 
 

の
歴
代
総
理
の
靖
国
神
社
参
拝
状
況
を
示
し
て
い
 
 

る
。
2
9
名
の
総
理
就
任
者
中
靖
国
神
社
参
拝
者
は
 
 

1
2
名
で
約
4
1
％
、
不
参
拝
者
は
1
7
名
で
約
5
9
％
と
 
 

な
っ
て
い
る
。
前
記
の
第
三
期
の
中
・
韓
両
国
の
 
 

内
政
干
渉
に
よ
る
不
参
拝
の
結
果
で
あ
る
が
、
不
 
 

参
拝
の
総
理
の
内
閣
は
短
命
で
あ
っ
た
り
、
又
は
 
 

任
期
途
中
で
退
陣
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
と
い
 
 

う
事
実
は
何
か
暗
示
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
 
 

2
．
国
会
議
員
の
平
成
2
4
年
・
2
5
年
の
 
 

靖
国
神
社
参
拝
状
況
 
 
 

御
親
拝
が
途
絶
え
た
の
は
 
「
A
級
戦
犯
合
祀
」
 
 

に
昭
和
天
皇
が
不
快
感
を
い
だ
か
れ
た
と
捉
え
、
 
 

「
今
上
陛
下
の
御
親
拝
実
現
」
 
の
た
め
に
は
 
「
分
 
 

祀
が
必
要
」
 
と
提
唱
す
る
著
名
人
も
い
る
が
、
天
 
 

皇
陛
下
御
親
拝
実
現
の
途
は
決
し
て
 
「
A
級
戦
犯
 
 

分
祀
」
 
で
は
な
く
、
総
理
・
閣
僚
等
が
中
・
韓
両
 
 

国
の
内
政
干
渉
に
屈
す
る
こ
と
な
く
公
式
参
拝
を
 
 

実
行
し
、
こ
れ
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
今
 
 

や
中
・
韓
両
国
の
靖
国
神
社
参
拝
反
対
の
内
政
干
 
 

渉
は
総
理
や
主
要
閣
僚
に
と
ど
ま
ら
ず
、
全
閣
僚
 
 

に
及
び
、
秋
季
例
大
祭
後
に
は
、
参
拝
国
会
議
員
 
 

の
外
遊
を
拒
絶
し
よ
う
と
い
う
動
き
ま
で
見
ら
れ
 
 

る
有
様
で
あ
る
。
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B表 平成24・25年における国会議員の靖国神社参拝状況   

田
母
神
俊
雄
元
航
空
幕
僚
長
が
 
「
歴
史
問
題
」
 
 

に
関
す
る
民
間
の
懸
賞
論
文
問
題
で
退
官
を
余
儀
 
 

な
く
さ
れ
た
後
、
 
「
英
霊
に
こ
た
え
る
会
」
 
の
 
 

「
年
次
総
会
」
 
で
の
講
演
を
依
頼
し
た
。
そ
の
講
 
 

演
で
田
母
神
氏
は
 
「
日
本
の
国
会
議
員
に
は
、
米
 
 

国
と
仲
良
く
や
っ
て
い
こ
う
と
云
う
『
親
米
派
』
 
 

や
、
中
国
と
仲
良
く
や
ろ
う
と
云
う
『
親
中
派
』
 
 

の
議
員
は
い
る
が
、
『
覿
目
派
』
の
国
会
議
員
は
 
 

い
な
い
」
 
と
冒
頭
で
述
べ
ら
れ
た
。
 
「
日
本
は
良
 
 

い
国
だ
」
 
と
論
文
に
書
い
て
退
官
に
追
い
込
ま
れ
 
 

た
時
、
国
会
で
誰
も
田
母
神
氏
を
援
護
す
る
声
が
 
 

平成24年春季例大祭    平成25年春季例大祭  

本人  代理   計   本人  代理   計   
衆議院  83名  140名  47名  187右  
議 員   

参議院    31名   19名   50名  29名   17名  46名  
議 員               12．81％  7．85％  a）．66％  11．9鍋  7．0鶉  19．01％   

85名  48名  133名  169名  64名  233名  
合 計               11．77％  6．65％  18．4餅  霊．41％  8．86％  32．27％  

平成24年8月15日    平成25年8月15日  
本人  代理   計   本人  代理   計   

衆議院  78名  161名  
議 員   

参議院  50名  35名  20名   55名  

議 員   

合 計  63名  70名  133名  118名  98名  216名  
8．7調  9．7蝋  18．4調  16．34％  13．57％  29．92％  

平成24年秋季例大祭    平成25年秋季例大琴  

本人  代理   計   本人  代理   計   

衆議院  
議 員   

参議院  15名  43名  43名   13名  56名  

議 員   

合 計  67名  56名  123名  159名  66名  225名  
9．2鍋  7．76％  17．04％  霊．0瓢  9．14％  31．16％   

備 考  茎…2 釘計722名   

出
な
か
っ
た
現
実
か
ら
の
発
言
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

私
は
、
 
「
親
日
派
」
 
の
国
会
議
員
は
存
在
し
て
 
 

お
り
、
そ
れ
は
靖
国
神
社
を
 
「
本
人
参
拝
」
 
さ
れ
 
 

て
い
る
国
会
議
員
が
該
当
す
る
と
、
定
義
付
け
し
 
 

敬
意
を
表
し
て
い
る
。
 
 
 

B
表
に
 
「
平
成
2
4
・
2
5
年
に
お
け
る
国
会
議
．
員
 
 

の
靖
国
神
社
参
拝
状
況
」
 
を
示
し
て
い
る
。
 
 
 

平
成
2
4
年
は
民
主
党
政
権
下
で
あ
り
、
平
成
2
5
 
 

年
は
安
倍
政
権
下
で
の
参
拝
状
況
で
あ
る
。
平
成
 
 

2
5
年
春
の
例
大
祭
で
の
国
会
議
員
の
参
拝
数
は
平
 
 

成
以
降
で
最
高
で
あ
り
、
秋
季
例
大
祭
で
の
参
拝
 
 

数
は
第
2
位
で
あ
っ
た
。
 
 

そ
の
第
2
位
で
あ
っ
た
秋
 
 

季
例
大
祭
で
も
、
私
の
定
 
 

義
す
る
 
「
親
日
派
」
 
国
会
 
 

議
員
 
（
本
人
参
拝
）
 
は
衆
 
 

議
院
議
員
で
2
4
％
強
、
参
 
 

議
院
議
員
で
1
8
％
弱
で
あ
 
 

り
、
衆
・
参
両
院
議
員
合
 
 

計
で
は
2
2
％
に
過
ぎ
な
い
。
 
 
 

「
親
日
派
」
 
の
国
会
議
 
 

員
を
増
や
し
、
そ
の
強
力
 
 

な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
受
け
 
 

る
こ
と
に
な
れ
ば
、
安
倍
 
 

総
理
の
靖
国
神
社
参
拝
の
 
 

「
内
的
環
境
」
 
は
整
い
、
安
倍
総
理
の
 
「
総
理
と
 
 

し
て
参
拝
」
 
を
契
機
と
し
て
 
「
総
理
及
び
閣
僚
の
 
 

靖
国
神
社
参
拝
の
定
着
化
」
 
は
歩
を
進
め
る
こ
と
 
 

に
な
る
。
 
 
 

平
成
5
年
、
昭
和
天
皇
が
祈
願
し
て
果
た
さ
れ
 
 

な
か
っ
た
沖
縄
行
幸
を
、
今
上
陛
下
は
、
皇
后
陛
 
 

下
と
共
に
、
昭
和
天
皇
の
御
意
思
を
受
け
継
が
れ
 
 

行
幸
啓
さ
れ
た
。
ま
た
、
硫
黄
島
や
サ
イ
パ
ン
島
 
 

へ
の
慰
霊
の
旅
を
行
な
わ
れ
、
「
平
成
の
巡
幸
」
 
 

で
4
7
都
道
府
県
全
て
に
巡
幸
さ
れ
た
御
孝
心
厚
き
 
 

今
上
陛
下
は
、
総
理
及
び
閣
僚
の
靖
国
神
社
参
拝
 
 

が
国
民
の
賛
意
の
も
と
、
定
着
さ
れ
れ
ば
、
昭
和
 
 

天
皇
が
待
ち
望
ん
で
い
ら
れ
た
 
「
靖
国
神
社
御
親
 
 

拝
」
 
復
活
の
時
機
が
訪
れ
た
も
の
と
し
て
、
昭
和
 
 

天
皇
の
大
御
心
を
受
け
継
が
れ
、
靖
国
神
社
に
行
 
 

幸
さ
れ
る
日
を
仰
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
 
 

だ
ろ
う
か
。
 
 
 

中
曽
根
総
理
の
昭
和
6
0
年
8
月
1
5
日
の
公
式
参
 
 

拝
で
、
御
親
拝
の
復
活
近
し
と
思
し
召
さ
れ
た
で
 
 

あ
ろ
う
昭
和
天
皇
が
、
翌
昭
和
6
1
年
8
月
1
5
日
の
 
 

中
曽
根
総
理
の
靖
国
神
社
参
拝
が
中
止
さ
れ
た
時
 
 

に
詠
ま
れ
た
御
製
に
昭
和
天
皇
の
大
御
心
が
し
の
 
 

ば
れ
る
。
 
 
 

こ
の
年
の
 
こ
の
日
に
も
ま
た
 
靖
国
の
 
 

み
や
し
ろ
の
こ
と
に
 
う
れ
ひ
は
ふ
か
し
 
 
 


